
平成１８年(ワ)第３７５号 除籍処分無効確認等請求事件

判 決

主 文

１ 原告らと被告Ｂ２との間において，それぞれ，原告らが被告Ｂ

２の会員であることを確認する。

２ 被告Ｂ１は，原告Ａ１に対し，３０万円及びこれに対する平成

１８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

３ 被告Ｂ１は，原告Ａ２に対し，３０万円及びこれに対する平成

１８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

４ 被告Ｂ１は，原告Ａ３に対し，３０万円及びこれに対する平成

１８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

５ 被告Ｂ１は，原告Ａ４に対し，３０万円及びこれに対する平成

１８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

６ 被告Ｂ１は，原告Ａ５に対し，３０万円及びこれに対する平成

１８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

７ 被告Ｂ１は，原告Ａ６に対し，３０万円及びこれに対する平成

１８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。

８ 被告Ｂ１は，原告Ａ７に対し，３０万円及びこれに対する平成

１８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払

え。



９ 原告らのその余の請求を棄却する。

１０ 訴訟費用中，原告らと被告Ｂ２との間に生じた分については

これを２分し，その１を原告らの，その余を被告Ｂ２の，原告ら

と被告Ｂ１との間に生じた分についてはこれを４分し，その３を

原告らの，その余を被告Ｂ１の各負担とする。

１１ この判決は，２ないし８項に限り，仮に執行することができ

る。

事 実

第１ 当事者の求めた裁判

１ 請求の趣旨

(1) 主文１項と同旨。

(2) 被告らは，原告Ａ１に対し，連帯して１００万円及びこれに対する平成１

８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(3) 被告らは，原告Ａ２に対し，連帯して１００万円及びこれに対する平成１

８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(4) 被告らは，原告Ａ３に対し，連帯して１００万円及びこれに対する平成１

８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(5) 被告らは，原告Ａ４に対し，連帯して１００万円及びこれに対する平成１

８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(6) 被告らは，原告Ａ５に対し，連帯して１００万円及びこれに対する平成１

８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(7) 被告らは，原告Ａ６に対し，連帯して１００万円及びこれに対する平成１

８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(8) 被告らは，原告Ａ７に対し，連帯して１００万円及びこれに対する平成１

８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(9) 訴訟費用は被告らの負担とする。



(10) 仮執行宣言

２ 被告Ｂ２の本案前の答弁

原告Ａ４，同Ａ２及び同Ａ５の地位確認を求める訴えをいずれも却下する。

３ 請求の趣旨に対する答弁

(1) 原告らの請求をいずれも棄却する。

(2) 訴訟費用は原告らの負担とする。

第２ 当事者の主張

１ 請求原因

(1) 当事者

ア 被告Ｂ２は，名古屋市a区及び愛知県f市の中小業者によって構成され，

中小業者の営業と生活，諸権利を守り，社会経済的地位の向上を図ること

を目的とする権利能力なき社団である。被告Ｂ２は，平成３年７月にＢ３

から分離して設立された。

イ 被告Ｂ１は，愛知県下の各Ｂによって構成され，その各Ｂへの指導，援

助を行う権利能力なき社団である。被告Ｂ２は，被告Ｂ１に加盟している。

(2) 地位確認請求（請求の趣旨(1)について）

ア 原告らは，平成３年７月，それぞれ被告Ｂ２に入会した。

イ 仮に，原告Ａ１が平成３年７月に被告Ｂ２に入会していないとしても，

原告Ａ１は，平成１６年５月２０日に株式会社Ｃの取締役として被告Ｂ２

に入会した。

ウ 被告Ｂ２は，原告らの会員の地位を争っている。

(3) 損害賠償請求（請求の趣旨(2)ないし(8)について）

ア 原告Ａ１

(ア) 違法行為

ａ 被告Ｂ２代表者，同副会長Ｄ，同事務局長であるＥ，被告Ｂ１事務

局長代行であるＦ及び被告Ｂ１副会長Ｇは，共謀の上，平成１６年４



月２７日ころ，三役会の名称で 「Ｂ２前会長のＡ１氏は，Ｂ０・Ｂ，

１の運動や方針に反旗をひるがえし 「Ｂ１役員の個人批判を中心に」，

Ｂ２内に不団結を持ち込み 「 Ｂ１を脱会して名古屋市内ＢでＢ０」，「

に直接加盟しよう」と画策した人物 「最近次期総会で「会長にな」，

」，る」と公言し，Ｂ・Ｂ０と別の組織を作ろうと画策を強めています

「三役会・事務局は一丸となり，皆さんと一緒にＡ１前会長の「Ｂを

変質させる」策動と断固闘います」との記載のあるビラ（以下「本件

三役会声明」という ）を被告Ｂ２の役員に配布し，原告Ａ１の名誉。

を毀損した。

本件三役会声明の記載内容は 「Ｂ０・Ｂ１の運動や方針に反旗を，

ひるがえし」との点 「Ｂ１役員の個人批判を中心にＢ２内に不団結，

を持ち込み」との点 「 Ｂ１を脱会して名古屋市内ＢでＢ０に直接加，「

盟しよう」と画策した人物」との点 「Ｂ・Ｂ０と別の組織を作ろう，

と画策を強めています」との点及び本件三役会声明は会計のＨに諮っ

ておらず三役会そのものがなかった点において，事実と異なる。

ｂ 被告Ｂ２代表者は，Ｅと共謀の上，平成１６年６月３日，原告Ａ１

を根拠なく除籍処分とし（以下「本件除籍処分」という ，その公表。）

を実施し，もって原告Ａ１の人格権を侵害した。

また，被告Ｂ２代表者及びＥは，本件除籍処分及びその公表につき，

Ｇ及びＦと密接に連携していた。

(イ) 責任原因

ａ 被告Ｂ２

本件三役会声明の配布及び本件除籍処分は，被告Ｂ２代表者がその

職務として行ったものである。したがって，被告Ｂ２は，民法４４条

１項準用により損害賠償責任を負う。

Ｅは，被告Ｂ２の被用者であり三役会の一員であるところ，その事



業の執行について，本件三役会声明の配布，本件除籍処分及びその公

表を行った。したがって，被告Ｂ２は，Ｅの不法行為につき民法７１

５条１項に基づき損害賠償責任を負う。

ｂ 被告Ｂ１

Ｇは，その職務を行うについて，被告Ｂ２代表者及びＥと密接に連

携して本件三役会声明を配布し，また，被告Ｂ２代表者と密接に連携

して本件除籍処分に至らしめた。したがって，被告Ｂ１は，民法４４

条１項準用により損害賠償責任を負う。

Ｆは，被告Ｂ１の被用者であり，本件当時の同被告事務局長代行で

あるところ，その事業の執行につき，被告Ｂ２代表者及びＥと密接に

連携して本件三役会声明を配布し，また，被告Ｂ２代表者と密接に連

携して本件除籍処分を指導した。したがって，被告Ｂ１は，民法７１

５条１項に基づき損害賠償責任を負う。

(ウ) 損害

上記(ア)の違法行為により，原告Ａ１は，著しい精神的苦痛を被った。

その損害額は１００万円を下らない。

イ 原告Ａ７

(ア) 違法行為

被告Ｂ２代表者は，Ｅと共謀の上，平成１６年６月１４日，原告Ａ７

を理由なく除名処分とし（以下「本件第１除名処分」という ，その公。）

表を実施した。

被告Ｂ２代表者及びＥは，本件第１除名処分及びその公表につき，Ｇ

及びＦと密接に連携していた。

(イ) 責任原因

ａ 被告Ｂ２

本件第１除名処分は，被告Ｂ２代表者がその職務として行ったもの



である。したがって，被告Ｂ２は，民法４４条１項準用により損害賠

償責任を負う。

Ｅは，その事業の執行につき，本件第１除名処分及びその公表を行

った。したがって，被告Ｂ２は，被用者Ｅの不法行為につき，民法７

１５条１項に基づき損害賠償責任を負う。

ｂ 被告Ｂ１

Ｇは，その職務を行うについて，被告Ｂ２代表者及びＥと密接な連

携をして本件第１除名処分を進めた。したがって，被告Ｂ１は，民法

４４条１項準用により損害賠償責任を負う。

Ｆは，その事業の執行につき，被告Ｂ２代表者及びＥと密接な連携

をして本件第１除名処分を進めた。したがって，被告Ｂ１は，被用者

Ｆの不法行為につき，民法７１５条１項に基づき損害賠償責任を負う。

(ウ) 損害

上記(ア)の違法行為により，原告Ａ７は，著しい精神的苦痛を被った。

その損害額は１００万円を下らない。

ウ 原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６

(ア) 違法行為

被告Ｂ２代表者は，平成１６年７月６日，原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，

同Ａ５及び同Ａ６につき，理由なく除名処分とした（以下「本件第２除

名処分」という 。。）

被告Ｂ２代表者は，Ｅと共同で同除名処分を進めた。

被告Ｂ２代表者及びＥは，同除名処分につき，Ｇ及びＦと密接に協議

し，その指導のもとにその手続をした。

(イ) 責任原因

ａ 被告Ｂ２

本件第２除名処分は，被告Ｂ２代表者がその職務として行ったもの



である。したがって，被告Ｂ２は，民法４４条１項準用により損害賠

償責任を負う。

Ｅは，その事業の執行につき，被告Ｂ２代表者と共同して本件第２

除名処分を進めたものである。したがって，被告Ｂ２は，民法７１５

条１項に基づき損害賠償責任を負う。

ｂ 被告Ｂ１

Ｇは，その職務を行うについて，被告Ｂ２代表者及びＥと密接に連

携して，本件第２除名処分を指導した。したがって，被告Ｂ１は，民

法４４条１項準用により損害賠償責任を負う。

また，Ｆは，その事業の執行につき，被告Ｂ２代表者及びＥと密接

に連携して，本件第２除名処分を指導した。したがって，被告Ｂ１は，

被用者Ｆの不法行為につき，民法７１５条１項に基づき損害賠償責任

を負う。

(ウ) 損害

上記(ア)の違法行為により，原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び

同Ａ６は，著しい精神的苦痛を被った。その損害額はそれぞれ１００万

円を下らない。

(4) よって，各原告は，被告Ｂ２の間に，各原告が被告Ｂ２の会員であること

の確認を，原告Ａ１は，被告らに対し，連帯して１００万円及びこれに対す

る訴状送達の日である平成１８年３月９日から支払済みまで民法所定の年５

分の割合による遅延損害金の支払を，原告Ａ２は，被告らに対し，連帯して

１００万円及びこれに対する訴状送達の日である平成１８年３月９日から支

払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，原告Ａ３は，

被告らに対し，連帯して１００万円及びこれに対する訴状送達の日である平

成１８年３月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害

金の支払を，原告Ａ４は，被告らに対し，連帯して１００万円及びこれに対



する訴状送達の日である平成１８年３月９日から支払済みまで民法所定の年

５分の割合による遅延損害金の支払を，原告Ａ５は，被告らに対し，連帯し

て１００万円及びこれに対する訴状送達の日である平成１８年３月９日から

支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，原告Ａ６

は，被告らに対し，連帯して１００万円及びこれに対する訴状送達の日であ

る平成１８年３月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延

損害金の支払を，原告Ａ７は，被告らに対し，連帯して１００万円及びこれ

に対する訴状送達の日である平成１８年３月９日から支払済みまで民法所定

の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。

２ 被告Ｂ２の本案前の主張

(1) 原告Ａ４及び同Ａ２の退会

ア 原告Ａ４は，平成１６年６月２６日までに被告Ｂ２を退会した。

イ 原告Ａ２は，平成１６年７月１日までに被告Ｂ２を退会した。

(2) 原告Ａ５の会員資格喪失

原告Ａ５は，夫である原告Ａ４が被告Ｂ２の会員であったところ，その配

偶者として婦人部役員に選出されることにより被告Ｂ２の会員資格を認めら

れ，被告Ｂ２の役員・会員となったものであるから，原告Ａ４の退会により，

平成１６年６月２６日までに被告Ｂ２における役員・会員資格を喪失した。

(3) したがって，原告Ａ４，同Ａ２および同Ａ５の本訴請求のうち，被告Ｂ２

における地位確認を求める部分は，確認の利益を欠き不適法である。

３ 被告Ｂ２の本案前の主張に対する原告の認否・反論

(1) 被告Ｂ２の本案前の主張(1)の事実は否認する。原告Ａ２及び同Ａ４は，

被告Ｂ２に対し，除名処分前後に退会届を提出しているが，いずれについて

も除名決議が優先されているため受理されていない。原告Ａ２及び同Ａ４は，

訴状をもって，退会届の提出を撤回した。

また，仮に，上記退会届が有効であったとしても，被告Ｂ２の違法な嫌が



らせに起因するものであるから，同原告らを退会したものとして扱うことは，

信義則上許されない。

(2) 同(2)のうち，原告Ａ５は，夫である原告Ａ４が被告Ｂ２の会員であった

ところ，その配偶者として婦人部役員に選出されることにより被告Ｂ２の会

員資格を認められ，被告Ｂ２の役員・会員となったものであることは認め，

その余は否認する。上記(1)のとおり，原告Ａ４が退会していない以上，原

告Ａ５は，会員の配偶者としての被告Ｂ２における役員・会員資格を喪失し

ていない。

４ 請求原因に対する認否・反論

(1) 請求原因(1)アの事実は認める。

同(1)イのうち，被告Ｂ１が，愛知県下の各Ｂによって構成され，その各

Ｂへの指導，援助を行っていること，被告Ｂ２が，被告Ｂ１に加盟している

ことは認め，その余は争う。被告Ｂ１は権利能力なき社団でない。被告Ｂ１

は愛知県下の各Ｂの連合体であり，規約上「会員」との用語は用いられてい

ない。

(2)ア 同(2)アのうち，原告Ａ１以外の原告らが，平成３年７月に被告Ｂ２に

入会したことは認め，その余は否認する。

イ 同(2)イの事実は否認する。

平成１６年５月２０日の入会に係る申入れは，被告Ｂ２の事務局，常任

理事会又は理事会に届いておらず，入会の申込手続は完了していないし，

同申入れは，株式会社Ｃの平取締役としての入会をいうものであるところ，

被告Ｂ２においては平取締役に会員資格はない。

ウ 同(2)ウの事実は認める。

(3) 同(3)について

ア 同アについて

(ア) 同(ア)について



ａ 同ａのうち，被告Ｂ２代表者及びＥが三役会の名で本件三役会声明

を被告Ｂ２の理事に配布したことは認め，その余は否認する。

なお，本件三役会声明は，定例の三役会で検討し決定作成したとこ

ろ，会計のＨはこれに欠席したので，意見があれば寄せるようファッ

クスを送付した。

ｂ 同ｂの事実は否認する。

(イ) 同(イ)は争う。

(ウ) 同(ウ)の事実は否認する。

イ 同イについて

(ア) 同(ア)のうち，被告Ｂ２代表者が本件第１除名処分の総会決議を執

行したこと，除名の事実が公表されたことは認め，その余は否認する。

(イ) 同(イ)は争う。

(ウ) 同(ウ)の事実は否認する。

ウ 同ウについて

(ア) 同(ア)のうち，被告Ｂ２代表者が本件第２除名処分の総会決議を執

行したことは認め，その余は否認する。

(イ) 同(イ)は争う。

(ウ) 同(ウ)の事実は否認する。

(4) 反論

ア 民法４４条１項の適用に関する主張

原告らは，被告らの責任原因として民法４４条１項の適用を主張するが，

以下のとおり失当である。

(ア) 被告Ｂ２について

， ，同条項は 「他人に加えた」損害の賠償責任について規定するところ

「他人」には当該法人はもちろん，当該法人の構成員も含まれないと解

されている。



(イ) 被告Ｂ１について

同条項は，法人の代表機関による不法行為を規定し，同代表機関には

対外的な代表権を持たない者は含まれないところ，Ｇは対外的な代表権

を有していない。

イ 民法７１５条の適用に関する主張

原告らは，被告らの責任原因として民法７１５条１項の適用を主張する

が，以下のとおり失当である。

(ア) 被告Ｂ２について

被告Ｂ２と役員である事務局長との法律関係は雇用契約ではなく準委

任契約であるため，同条項における使用者・被用者の関係にはない。被

告Ｂ２から事務局長に支払われる金員は，賃金ではなく活動手当である。

(イ) 被告Ｂ１について

被告Ｂ１と事務局長代行との法律関係は雇用契約ではなく準委任契約

であるため，同条項における使用者・被用者の関係にはない。被告Ｂ１

から事務局長代行に支払われる金員は，賃金ではなく活動手当である。

５ 抗弁

(1) 原告Ａ１が被告Ｂ２の会員でないことについて（請求原因(2)(3)に対し）

ア 被告Ｂ２が定める「Ｂ２規約 （以下「被告Ｂ２規約」又は単に「規」

約」という ）によれば，同被告の会員は，被告Ｂ２の「規約を承認したa。

区，f市内の中小業者 （規約２条）であり，会員資格は各事業の事業主１」

名にある。

イ 従前，原告Ａ１の父であるＩがＫ製作所として銘板プレス業を営んでい

たところ，同人が死亡した後は，原告Ａ１の母Ｊが事業主として同事業を

引き継いだ。原告Ａ１は，Ｋ製作所の従業員にすぎないし，株式会社Ｃの

平取締役であるにすぎない。

ウ 被告Ｂ２の常任理事会は，平成１６年６月３日，原告Ａ１につき会員資



格がないことを確認した。

エ したがって，原告Ａ１は，被告Ｂ２の会員ではない。

(2) 本件第１除名処分について（請求原因(2)(3)に対し）

ア 被告Ｂ２規約１０条には 「本会の方針と規約に違反し会を誹謗し，会，

の団結を乱し会に著しく不利益を及ぼしたときは，理事会の議決を経て会

から除名，役員からの罷免，警告を行うことができます。この処分につい

ては次期総会に提案し承諾を得なければならない 」との規定がある。。

イ(ア)ａ 原告Ａ７は，平成１５年１２月から，正当な理由なく，被告Ｂ２

の会費を納めなかった。

ｂ 原告Ａ７は，平成１６年５月１５日午後７時３０分ころ，喫茶店に

おいてf支部役員会が行われた際，被告Ｂ２事務局員Ｌに対し，いき

なり「てめえ，許さんぞ 」と言ってその襟首を掴んで左の頬を拳で。

殴り 「もっと殴ってやるで，外に出ろ 「お前なんかこうでもしな， 。」

ければ言うことを聞かない 」と脅迫し 「お前もＥもＢをやめろ 」。 ， 。

「何でＧみたいな暴力団を呼んだんだ 」などと暴言を吐いた。原告。

Ａ７は，いったん店の席に座った後も 「あんな無能な三役会の決め，

た方針なんか守らなくても，f支部は自分たちの活動をすればよい 」。

「会長が携帯を持っているなら何故，公表しないんだ。何か具合の悪

いことがあるのだろう 「役立たずな事務局に３００万も４００万も。」

給料を払うことはない。会員を怒らせるとどうなるのか分かっている

のか 」などと言い，暴言を続けた。。

ｃ 被告Ｂ２の常任理事会は，平成１６年５月２６日，原告Ａ７につい

て，①上記の会費未納を理由とする同月２７日から１年間の会員の権

利停止の確認，②上記の暴行事件を理由とする役員からの罷免提案を

決議した。

(イ) 原告Ａ７は，上記のとおり会員の権利が停止されており，理事会の



傍聴には会長及び議長の了解が必要であるにもかかわらず，平成１６年

６月１０日午後６時３０分ころ，原告Ａ１，同Ａ２，同Ａ３，同Ａ５及

び同Ａ６とともに，同日開催されていた被告Ｂ２の第１４回定期総会準

備の理事会の会場に来た。被告Ｂ２代表者及び議長であるＤは 「傍聴，

は認められない 」と述べて，理事会メンバー以外の者は退場するよう。

に求めたが，同原告らは，会場に居座り，理事会の開催・運営を妨害し

た。そのため，被告Ｂ２代表者は，同理事会の開催・運営が困難と判断

し，流会とした。

ウ 被告Ｂ２の常任理事会及び理事会は，平成１６年６月１４日，原告Ａ７

の除名の提案を決議した。同理事会は，理事会メンバー２５名中１５名が

出席し，定足数を充たしていた。

被告Ｂ２の第１４回定時総会は，翌１５日に，同原告の除名を過半数の

賛成により承認した（本件第１除名処分 。同総会は代議員制の総会であ）

るが，被告Ｂ２規約１２条及び１３条によって代議員制による開催も可能

とされ，被告Ｂ２は，創立総会以降，代議員制により総会を開催してきた。

(3) 本件第２除名処分について（請求原因(2)(3)に対し）

ア 被告Ｂ２規約１０条には，上記(2)アの規定がある。

イ(ア) 平成１６年６月１０日の理事会の妨害

，ａ 上記(2)イ(イ)のとおり，原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ５及び同Ａ６は

平成１６年６月１０日午後６時３０分ころ，原告Ａ７及び同Ａ１と共

に，同日開催されていた被告Ｂ２の第１４回定期総会準備の理事会の

会場に来た。

ｂ 被告Ｂ２代表者及び議長であるＤは，理事会のメンバーではない原

告Ａ３及び同Ａ６に対し，理事会の傍聴には会長，議長及び理事会の

許可が必要であるため，退場するように求めたが，原告Ａ３は理事会

会場を徘徊するなどした後，事務エリアのソファーに座り込んだ。原



告Ａ６は会場内を移動したり，座ったりして，許可なく，会場内の理

事などをビデオ撮影した。

ｃ 原告Ａ２及び同Ａ５は，他の原告らとともに，理事会のメンバー以

外の者が理事会会場にいるままで理事会を進めるように発言して，理

事会の正常な運営を妨害した。

ｄ 以上のように，原告らが，正常な理事会の開催・運営を困難とした

ため，被告Ｂ２代表者は同理事会を流会とした。

(イ) 平成１６年６月１４日の常任理事会・理事会の妨害

ａ 原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６は，平成１６年６月

１４日午後８時２０分ころ，同日開催されていた被告Ｂ２の常任理事

会の終了直前に，原告Ａ１，同Ａ７及びＵと共に，常任理事会の会場

に来た。

ｂ Ｌ及びＦらは，入場しようとする原告らに対して，常任理事会・理

事会のメンバーでない者は理事会会場に入らないように話したところ，

原告らはこもごも「なぜ入れないんだ 」などと大声で口々に言い，。

Ｆらに対して肘を立てるなどして暴行を振い，入場した。その際，Ｕ

は，Ｆを突き飛ばして二階に上がる階段部分の柵（手すり）に同人の

肩を押さえつけ，被告Ｂ１の役員らに対して「けんかのやり方を教え

てやる 」との暴言を吐いた。また，被告Ｂ１のＱは，原告らの入場。

に際し，押し倒され，唇を切って出血した。

ｃ 原告らは，同会場に入場する際，事務所の２階の会場入り口付近に

いた被告Ｂ１の役員であるＭを突き飛ばして被告Ｂ２代表者に衝突さ

せ，Ｍを倒した。Ｍは，身体を床などで打ち，痛い痛いと叫び，救急

車を呼んでくれと頼んだので，Ｅが救急車を呼んだ。また，Ｍは，警

察を呼ぶように言い，Ｌが１１０番通報をした。

ｄ 以上のような原告らの集団による言動で，会場は喧噪状況になり，



常任理事会は妨害され，中断された。

ｅ その後しばらくして，救急車が来たが，被告Ｂ２代表者は，Ｍが椅

子に座ったり立ったりして原告らに抗議しているところを見て，事態

を可及的に治めるために，救急車で対応するような状態ではないなど

と言って，救急車に帰ってもらうように話し，喧噪状態はやや治まっ

た。また，その直後に警察も来たが，被告Ｂ２代表者は，内部の話で

騒動も治まるので引き取って欲しいと話した。

ｆ 被告Ｂ２代表者は，極端な喧噪状態は治まったので，常任理事会の

終了を宣し，理事会を開催するので理事会のメンバーではない原告Ａ

１，同Ａ４，同Ａ３，同Ａ６及び同Ａ７に対して退席するように求め

た。同原告らは，会場全体に散らばり，徘徊し，会場の一部に居座っ

て占拠して睨みつけて妨害し，原告Ａ２，同Ａ５は，同Ａ１，同Ａ４，

同Ａ３，同Ａ６及び同Ａ７の同席のままで理事会を進行するように言

い，正常な理事会の運営を妨害した。

ｇ こうした状況の下で，理事であるＮが「仕事の時間を割いて理事会

に来ている。終わったらまた仕事をしなければならない。早く理事会

を開催できるようにして欲しい 」との発言があった。これを聞いて。

も，原告Ａ１，同Ａ４，同Ａ３，同Ａ６及び同Ａ７は，事務エリアの

ソファーに行ったが退場しなかった。

ｈ 原告Ａ６は，理事席に座ったり，歩き回ってビデオを撮っていたが，

理事であるＯが肖像権の侵害であると指摘すると，事務エリアのソフ

ァーに行き，同所で引き続きビデオを撮り続けた。

ウ 被告Ｂ２の常任理事会は，平成１６年６月３０日に 「同月１０日の理，

事会及び同月１４日の常任理事会・理事会の妨害行為を理由に，原告Ａ２，

同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６の除名を理事会に提案する 」旨決議。

した。



被告Ｂ２の理事会は，平成１６年７月２９日 「平成１６年６月１０日，

の理事会及び同月１４日の常任理事会・理事会の妨害行為を理由に，原告

Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６を除名する 」と決議した。同。

理事会は，出席メンバーは１８名中１２名が出席し，定足数を充たしてい

た。

被告Ｂ２の第１５回定期総会は，平成１７年５月２６日，上記除名を過

半数の賛成により承認した（本件第２除名処分 。同総会は代議員制の総）

会であるが，被告Ｂ２規約１２条及び１３条によって代議員制による開催

も可能とされ，被告Ｂ２は，創立総会以降，代議員制により総会を開催し

てきた。

(4) 原告Ａ２及び同Ａ４の退会について（請求原因(2)に対し）

上記２被告Ｂ２の本案前の主張(1)記載のとおり

(5) 原告Ａ５の会員資格の喪失について（請求原因(2)に対し）

上記２被告Ｂ２の本案前の主張(2)記載のとおり

６ 抗弁に対する認否・反論

(1) 抗弁(1)について

ア 同アの事実は認める。

イ 同イのうち，従前，原告Ａ１の父であるＩがＫ製作所として銘板プレス

業を営んでいたところ，同人が死亡した後は，原告Ａ１の母Ｊが事業主と

して同事業を引き継いだこと，原告Ａ１が株式会社Ｃの平取締役であるこ

とは認め，その余は否認する。原告Ａ１は，父の死亡後，実質的経営者と

してＫ製作所を経営してきた。

ウ 同ウの事実は否認する。

エ 反論

(ア) 被告Ｂ２規約２条は 「中小業者をもって組織する 」旨規定すると， 。

ころ，中小業者の定義規定はなく，中小業者の範囲については慣習によ



り決められている。基本的には事業単位でその経営者が会員とされるが，

当該事業の実質的経営者が夫や子どもであるような場合，あるいは経歴

から見て被告Ｂ２に特別の貢献があって会員とすることが必要な場合な

どにはこれを会員として扱い，事業主体が会社である場合等には会社の

役員の一人が会員になるという取扱いをしてきた。すなわち，各事業を

実質的に代表する一人が中小業者としてＢ会員と認められてきた。

(イ) Ｋ製作所の経営者は，形式的には原告Ａ１の実母であるが，実質的

な経営者は原告Ａ１であった。また，原告Ａ１は，長年Ｂ会員として認

められ，平成４年から平成１３年まで被告Ｂ２の会長を務めていた。

(ウ) 原告Ａ１の事業者としての資格が問題とされ始めたのは，平成１６

年３月ころ原告Ａ１が被告Ｂ２の会長への立候補を表明してからであっ

た。

(エ) 平成１６年６月当時，被告Ｂ２の常任理事であったＰは，会員資格

がないにもかかわらず，被告Ｂ２代表者の支持者であったために被告Ｂ

２の会員として扱われ，常任理事会，理事会に出席していた。

(2) 抗弁(2)について

ア 同アの事実は認める。

イ 同イについて

(ア) 同(ア)ａのうち，原告Ａ７が平成１５年１２月から被告Ｂ２の会費

を納めなかったことは認め，その余は争う。原告Ａ７は，被告Ｂ２の会

計に不明朗な点があったため会費の納入を一時棚上げしたにすぎない。

(イ) 同(ア)ｂの事実は否認する。

(ウ) 同(ア)ｃの事実は否認する。常任理事会は，平成１６年５月２６日

に，原告Ａ７の会費未納による会員の権利停止の決議をしていない。

なお，会員に対する処分は規約上除名しか存在せず，常任理事会で会

員の権利停止を決めることはできない。また，原告Ａ７の役員の罷免提



案も存在せず，役員の１年間の資格停止が決議されたにすぎない。

(エ) 同(イ)の事実は否認する。

ウ 同ウのうち，被告Ｂ２の常任理事会及び理事会が平成１６年６月１４日

に原告Ａ７の除名の提案を決議したことは認め（ただし決議の効力は争

う ，その余は否認する。被告Ｂ２の定時総会は，原告Ａ７の除名を承認。）

していない。

エ 反論

(ア) 被告Ｂ２規約１０条は 「除名手続は理事会の議決を経て行い，総会，

の承認を得て効力をもつに至る 」旨規定している。。

(イ) 本件第１除名処分の実質的理由の欠如

平成１６年６月１０日の理事会の件が本件第１除名処分の理由とされ

ているが，原告Ａ７は，会員資格を有しているから，慣例上，被告Ｂ２

の理事会・常任理事会を傍聴することは自由である。

原告Ａ７は，実際には事務所エリアのソファーに座っていたにすぎず，

理事会には参加していなかった。

(ウ) 本件第１除名処分の手続の欠如

原告Ａ７の除名を決定したとされる平成１６年６月１４日の理事会は，

定足数を満たしておらず，そもそも成立していなかった。

これを承認したとされる翌１５日の総会も存在せず，規約にない代議

員大会が開かれたにすぎなかった。

原告Ａ７に対する除名の通知もなされなかった。

(エ) したがって，本件第１除名処分には効力がない。

(3) 抗弁(3)について

ア 同アの事実は認める。

イ 同イについて

(ア) 同(ア)（平成１６年６月１０日の理事会の妨害）について



ａ 同ａの事実は認める。

ｂ 同ｂ，ｃの事実は否認する。

ｃ 同ｄのうち，被告Ｂ２代表者が同理事会を流会としたことは認め，

その余は否認する。

(イ) 同(イ)（平成１６年６月１４日の理事会等の妨害）について

ａ 同ａの事実は認める。

ｂ 同ｂないしｈの事実は否認する。

ウ 同ウの事実は知らない。

エ 反論

(ア) 本件第２除名処分の実質的理由の欠如

従前，被告Ｂ２の理事会，常任理事会は，その会員及び会員関係者で

あれば誰でも傍聴できたし，写真撮影，ビデオ撮影も許されていた。同

じく役員ではない被告Ｂ１事務局ないし同幹部は，被告Ｂ２の理事会に

参加し，議事にも参加していた。

平成１６年６月１４日に理事会，常任理事会の行われた事務所は，パ

ネルで２つの部屋に区切られており，原告Ａ３，同Ａ６及び同Ａ４は，

別の部屋で待機していたのであって，議事を妨害した事実はなかった。

原告Ａ２及び同Ａ５は，いずれも役員として理事会，常任理事会に参

加して意見を述べたにすぎない。

(イ) 本件第２除名処分の手続の欠如

被告Ｂ２規約１０条は 「除名手続は理事会の議決を経て行い，総会，

の承認を得て効力をもつに至る 」旨，同規約２０条は 「理事会は，定。 ，

足数として定数の２分の１以上の出席を要する 」旨規定する。。

本件第２除名処分を決定した平成１６年７月２９日付け理事会は，出

席理事が定員の過半数を満たさず，定足数を満たさなかった。

本件第２除名処分を承認したとされる平成１７年５月２６日の定期総



会は，実際は支部単位で選出された代議員による会議であり，規約の定

める総会は行われていなかった。

(4) 抗弁(4)について

上記３被告Ｂ２の本案前の主張に対する原告の認否・反論(1)に同じ。

(5) 抗弁(5)について

上記３被告Ｂ２の本案前の主張に対する原告の認否・反論(2)に同じ。

７ 再抗弁（抗弁(4)(5)に対し）

原告Ａ２及び同Ａ４の被告Ｂ２に対する退会届の提出は，被告Ｂ２の違法な

嫌がらせ行為に起因するものである以上，無効である。

８ 再抗弁に対する認否

否認ないし争う。

原告Ａ２及び同Ａ４に対する除名決議が無効であったとしても，退会届は有

効であり，原告Ａ２及び同Ａ４に被告Ｂ２の会員資格はない。

理 由

第１ 被告Ｂ２の本案前の主張に対する判断

原告Ａ４，同Ａ２，同Ａ５の本件各確認請求に係る地位につき被告Ｂ２との

間で争いがある以上，原告Ａ４及び同Ａ２が退会し，あるいは原告Ａ５の会員

資格が喪失したとしても，各訴えの確認の利益がなくなるものではないから，

被告Ｂ２の本案前の主張はそれ自体失当である。

第２ 本案についての判断

１ 請求原因(1)ア，(2)ウ，抗弁(1)ア，(2)ア，(3)ア，(3)イ(ア)ａ，(3)イ

(イ)ａの事実，被告Ｂ１が，愛知県下の各Ｂによって構成され，その各Ｂへの

指導，援助を行っていること，被告Ｂ２が，被告Ｂ１に加盟していること，原

告Ａ１以外の原告らが，平成３年７月に被告Ｂ２に入会したこと，原告Ａ５は，

夫である原告Ａ４が被告Ｂ２の会員であったところ，その配偶者として婦人部

役員に選出されることにより被告Ｂ２の会員資格を認められ，被告Ｂ２の役員



・会員となったものであること，被告Ｂ２代表者及びＥが三役会の名で本件三

役会声明を被告Ｂ２の理事に配布したこと，被告Ｂ２代表者が被告Ｂ２を代表

して本件第１除名処分の総会決議を執行したこと，除名の事実が公表されたこ

と，被告Ｂ２代表者が被告Ｂ２を代表して本件第２除名処分の総会決議を執行

したこと，従前，原告Ａ１の父であるＩがＫ製作所として銘板プレス業を営ん

でいたところ，同人が死亡した後は，原告Ａ１の母Ｊが事業主として同事業を

引き継いだこと，原告Ａ１が株式会社Ｃの平取締役であること，原告Ａ７が平

成１５年１２月から被告Ｂ２の会費を納めなかったこと，被告Ｂ２の常任理事

会及び理事会が平成１６年６月１４日原告Ａ７の除名の提案を決議したこと，

被告Ｂ２代表者が平成１６年６月１０日の理事会を流会としたことは当事者間

に争いがない。

２ 本件の経緯等

上記争いのない事実に証拠（甲１，３，７，１１，１７，２０，２２，３１，

３２，４４，４５，５１，５３ないし５５，乙５の２，７，１５，１８，１９，

２２，２６，２７，３５，３６，証人Ｅ，証人Ｆ，証人Ｑ，原告Ａ１本人，原

告Ａ２本人及び被告Ｂ２代表者）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認

められる。

，(1)ア 被告Ｂ２は，名古屋市a区及び愛知県f市の中小業者によって構成され

中小業者の営業と生活，諸権利を守り社会的経済的地位の向上を図ること

を目的とする権利能力なき社団である（甲１ 。被告Ｂ２は，平成３年７）

月にＢ３から分離して設立された。

イ Ｂは，地域単位で組織が置かれており，各地域のＢが各都道府県単位で

連合した組織として各都道府県連合会（以下「各都道府県連」という ）。

がある。また，各都道府県連が加盟単位となって，Ｂ０がある。これらの

連合体は，Ｂ０から各都道府県連，各都道府県連から各Ｂに対する関係で，

指導・援助の関係にある。



被告Ｂ１は，愛知県下の各Ｂをもって構成される連合体であり，その各

Ｂへの指導，援助を行う団体である（乙３５ 。被告Ｂ２は，被告Ｂ１に）

加盟している。

(2)ア 原告Ａ１は，Ｂ３会員であった父の死亡後，昭和６３年以降，Ｂ３に

おいて支部長，常任理事等を務め（甲７，５１，原告Ａ１本人 ，被告Ｂ）

２設立後は，平成３年から同被告の副会長を務め，平成４年から平成１３

年までは会長を務め，会長退任後は理事の地位にあった。

原告Ａ１の父の死亡後は，Ｋ製作所の税務申告上の名義人はＪとなり，

同人が形式的な事業主であったことから，被告Ｂ２においては，Ｊが会員

として扱われ，同人がその会費を支払っていた。しかし，実質的な事業主

は原告Ａ１であり，実際にＢでの活動を行っていたのは，Ｊではなく同原

告であった。Ｊは事業の手伝いや雑用をしているにすぎず，原告Ａ１が，

実質的な経営者として，事業全般を取り仕切り，税務，会計，労働等を行

ってきた（原告Ａ１本人 。）

原告Ａ１は，平成４年，Ｅから会長就任の要請を受けた際，会費を支払

って会員となるよう要請を受け，会費を支払うようになった（甲１７，５

１，乙２２，証人Ｅ，原告Ａ１本人 。以後，原告Ａ１は，被告Ｂ２にお）

いて会員として扱われ，被告Ｂ２の会員名簿にも記載されている（甲５３

ないし５５ 。）

原告Ａ１は，被告Ｂ２の会長当時，被告Ｂ１の一部役員が株式会社Ｒを

設立して同社役員となり，生協と提携した酒・灯油などの販売をしている

のは不当であるなどとしてその責任を追及したことがあった。

イ 原告Ａ２は，建築塗装業を営んでおり，昭和５０年にＢ３に入会し，平

成３年に被告Ｂ２に入会し，同f支部に所属し，平成３年に被告Ｂ２の副

会長となり，平成７年には被告Ｂ２の会計となり，三役の一員として務め

ていた。平成１６年６月１０日の理事会及び同月１４日の常任理事会及び



理事会の当時は，被告Ｂ２の常任理事を務めていた。

ウ 原告Ａ３は，産業廃棄物収集運搬業を営み，昭和６１年にＢ３に入会し，

平成３年７月に被告Ｂ２に入会し，同c支部に所属し，その常任理事等を

歴任した。

エ 原告Ａ７は，建築業を営み，昭和６４年にＢ３に入会し，平成３年に被

告Ｂ２に入会し，班長や常任理事を歴任し，平成１６年５月２６日の常任

理事会当時も常任理事を務めていた。

オ 原告Ａ４は，建築業を営み，昭和６０年にＢ３に入会し，平成３年に被

告Ｂ２に入会し，同d支部に所属し，その常任理事などを歴任した。

カ 原告Ａ５は，原告Ａ４の妻であり，原告Ａ４の入会とともにＢ運動に参

加し，婦人部世話人，婦人部長などを務めた。原告Ａ５は，婦人部長であ

るため，被告Ｂ２の会員として扱われ，会費を支払っていた。同原告は，

平成１６年６月１０日の理事会及び同月１４日の常任理事会及び理事会当

時，その常任理事を務めていた。

キ 原告Ａ６は，運送業を営み，昭和４７年にＢ３に入会し，平成３年に被

告Ｂ２に入会し，同f支部に所属した。

(3) 被告Ｂ２は，設立時に規約を定めており（甲１ ，機関等の組織構成は以）

下のとおりである。

会員資格は 「a区，f市内の中小業者」であること（規約２条）であり，，

「中小業者」についての具体的な定義規定はない。

総会は，本会の最高決議機関であり（規約１２条 ，会長がこれを招集し）

て，年１回定期的に開催し（規約１３条 ，報告及び運動方針，役員の選任）

等を審議決定する（規約１２条 。）

理事は，若干名が置かれ（規約２４条 ，理事会で定める選出規定によっ）

て推薦され，総会で選出される（規約２６条 。理事会は，総会に次ぐ決議）

機関であり，総会決定の具体化，その時期に必要な具体的方針，その他必要



な事項を審議決定し（規約１４条 ，理事以上の役員によって構成され，一）

事業年度中三回以上開かれ，会長がこれを招集する（規約１５条 。）

常任理事も，若干名が置かれ（規約２４条 ，その選出方法は，理事の場）

合と同じである（規約２４条，２６条 。常任理事会は，会長，副会長，会）

計，事務局長及び常任理事によって構成され，総会及び理事会の決議に基づ

いて会務を執行し（規約１６条 ，月１回以上開かれる（規約１８条 。） ）

会長は，総会において選任され（規約１２条③ ，会を統括し，会を代表）

する（規約２８条 。）

また，本会の会議は，すべて会長が招集し，２分の１以上の出席を要し，

過半数の賛成をもって決定する（規約２０条 。）

三役会は，被告Ｂ２の機関であり，会長，副会長，会計及び事務局長をも

って構成し，必要に応じて，専門部長，委員長を加えて構成される。三役会

は，常任理事会から常任理事会までの会務を執行し，必要事項を立案計画し，

報告する。また，三役会における執行事項は，次期常任理事会に報告し，承

認を受ける（規約１９条 。）

(4)ア 原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ７は，平成１６年ころ，被告Ｂ２の

事務局長であったＥが泥酔しては人に絡んだり，税務申告の指導の在り方

が不正確であったりしたことなどに不満を有していたことや，平成１５年

度の決算で，常任理事会，理事会の討議もないまま，職員の冬季一時金が

増額して支出されたことから，被告Ｂ２代表者の管理能力を疑問視し，同

年３月ころ，原告Ａ１に対し，被告Ｂ２代表者に代わる会長として立候補

するよう要請した。

原告Ａ１はこれを受けて立候補することを決意し，そのころ，被告Ｂ２

代表者に立候補の意向を伝えた。

イ 原告Ａ１は，平成１６年３月末，bの喫茶店Ｙにおいて，次期会長への

立候補について被告Ｂ２代表者と協議したところ，被告Ｂ２代表者は，



「原告Ａ１が事業主ではないので被告Ｂ２の会員資格がない 」旨述べた。

（原告Ａ１本人，被告Ｂ２代表者 。）

ウ 被告Ｂ２の常任理事会が平成１６年４月５日に開催された。被告Ｂ２代

表者は，原告Ａ１には被告Ｂ２規約上会員資格がないこと及び同規約の解

釈運用については被告Ｂ１からの指摘もあったことを報告した。原告Ａ７

は，被告Ｂ２の事務局員の冬の一時金支給が不明瞭である旨追及した（甲

１１ 。）

被告Ｂ２の臨時常任理事会が同月１９日に開催された。原告Ａ１は，同

常任理事会に，原告Ａ１の被告Ｂ２の会員資格についての質問状を提出し

た。被告Ｂ２代表者は，不団結があるとして，同年５月２０日に予定され

ていた定期総会を当面延期することを提案し，決定された。Ｇ及びＦは，

被告Ｂ１役員として同常任理事会に出席した（甲５１，乙２６，２７，証

人Ｆ 。）

Ｇ及びＦは，同日，被告Ｂ２の常任理事に対し，株式会社Ｒにかかる問

題等につき説明し，原告Ａ１がＢの団結を妨害している旨を述べた。

被告Ｂ２の三役会が同年４月２７日に被告Ｂ２事務所において，被告Ｂ

２代表者，副会長のＤ，事務局長のＥ，被告Ｂ１の副会長であるＧが出席

の上，開催され，本件三役会声明を出すことが協議された。同三役会には，

会計のＨは出席していない。

本件三役会声明は，平成１６年４月末ころの連休中に被告Ｂ２の当時の

三役会（被告Ｂ２代表者，Ｄ（副会長 ，Ｈ（会計 ，Ｅ（事務局長 ）の） ） ）

名義で作成され（甲３ ，常任理事及び理事に配布された。同声明には，）

「Ｂ２前会長のＡ１氏は，Ｂ０・Ｂ１の運動や方針に反旗をひるがえし，

Ｂ１役員の個人批判を中心にＢ２内に不団結を持ち込み 「Ｂ１を脱会し，

て名古屋市内ＢでＢ０に直接加盟しよう」と画策した中心的人物です 」。

「最近次期総会で「会長になる」と公言し，Ｂ・Ｂ０とは別の組織を作ろ



うと画策を強めています 「三役会・事務局は一丸となり，皆さんと一緒。」

にＡ１前会長の「Ｂを変質させる」策動と断固闘います 」との記載があ。

る。

被告Ｂ２の常任理事会は，同年５月１０日に総会の日程を再度決めた。

従前の総会の準備作業・手順は，理事会メンバーで構成される予算決算委

員会，方針検討委員会，総会運営委員会，役員推薦委員会が設置されて議

案を検討し，その結果が理事会，常任理事会の議を経て総会に提案される

というものであったが，同日の常任理事会は，従来のかかる準備手順を取

りやめ，これに代えて，全ての議事を三役会において整理して確定し，常

任理事会・理事会での承認を経た後に委員会に付託することを決定した。

Ｇ，Ｆは，この常任理事会に出席していた。被告Ｂ２の一部の常任理事は，

本件三役会声明の内容について質問し，Ｇ及びＦは 「原告Ａ１は市内Ｂ，

を作ってＢを分裂させようとしている 」等と回答した（甲４２，原告Ａ。

１本人 。そのほか，Ｇ，Ｆは，被告Ｂ１としての会員資格についての見）

解すなわち「会員資格は事業主であり，事業主でない人は会員資格がな

い 」旨を述べ，Ｅは「原告Ａ１は事業者でないから会員資格がない 」。 。

との説明した（甲１７，乙７，弁論の全趣旨 。）

エ 原告Ａ７は，平成１６年５月１５日午後７時３０分ころ，喫茶店におい

。てf支部役員会が行われた際，被告Ｂ２の事務局員であるＬの頬を殴った

被告Ｂ２の常任理事会は，平成１６年５月２６日，原告Ａ７の上記暴行

行為を問題とし，同原告の処分を検討した。同原告を除名処分とする案は

否決されたが，その役員資格を１年間停止する案が，１１名の出席議員中

６名の賛成を得て可決された。この常任理事会には，被告Ｂ１の事務局長

であるＦが出席していた（乙２７，証人Ｆ 。）

上記常任理事会における原告Ａ７の処分については 「Ｂ０規約第４０，

条・Ｂ２規約第１０条に基づいて 「２００４年５月２７日から１年間，，



役員からの罷免，会員としての権利停止」の処分とします 」との「処分。

の報告」と題する書面（甲２０の２枚目）が作成され，同月２８日に原告

Ｂ２代表者及びＥにより原告Ａ７に交付された。

オ 原告Ａ１は，平成１６年５月２０日，株式会社Ｃの平取締役であるため，

，事業者として再度入会金を添えて，入会届を被告Ｂ２e支部長Ｓに提出し

同人の承認を受けた（甲４４ 。）

カ 被告Ｂ２の三役会が平成１６年５月２４日に開催され，原告Ａ１の質問

状に対する回答を検討された。同日の回答案では 「会長問題はきわめて，

重大な問題です。いくつかの点で質問されていますが，規約第２条に，

「本会は，本会の規約を承認したa区，f市内の中小業者をもって組織しま

す」とあるように，基本的に規約通り「会」を運営していくと言うことで

す。かつて，Ａ１氏が会長をされたときに「会費を払えば会員になれる」

と就任を要請したことは事実です。これは事務局長の誤りでした。従って

今後の役員選出については規約第２条に基づいて厳正に選出します。現会

長として，Ａ１氏がＢ２の会長として，会の発展の為に尽力した事実と，

Ａ１氏が規約第２条により会員資格がない事を見過ごし会長など役員とし

て認知してきた会の責任をかんがみ即座に「会員資格がない」とするには

余りにも一方的であると判断しました。問題があると認識しつつも個々の

重大性に対して認識が甘かったことを反省し，規約に基づいて厳格に対応

する事となりました 」というものであった（甲２０の３枚目 。。 ）

被告Ｂ２の常任理事会が同月２６日に開催され，上記三役会での回答案

が検討され，原告Ａ１に交付する回答書を「会長問題はきわめて重大な問

題です。いくつかの点で質問されていますが，規約第２条に 「本会は，，

本会の規約を承認したa区，f市内の中小業者をもって組織します」とある

ように，基本的に規約通り「会」を運営していくと言う事です。かつて，

Ａ１氏が会長をされたときに「会費を払えば会員になれる」と就任を要請



したことは事実です。これは事務局長の誤りでした。従って今後の役員選

出については規約第２条に基づいて厳正に選出します 」とすることが議。

決された（甲２０の４枚目 。）

被告Ｂ２代表者及びＥは，同月２８日に，原告Ａ１に対し，被告Ｂ２の

常任理事会名で上記回答書（以下「本件回答書」という ）を交付した。

（甲２１の１枚目 。）

被告Ｂ２の常任理事会が同年６月３日に開催され，被告Ｂ２代表者は，

原告Ａ１に上記回答書を交付したこと及び原告Ａ１につき非業者（規約第

２条）を理由に退会者とする旨の報告をした（甲２１の１枚目 。）

キ 原告Ａ１及び同Ａ７は，平成１６年６月１０日，原告Ａ１の資格問題，

原告Ａ７の会員資格停止問題について，被告Ｂ２代表者に問いただすため，

午後６時３０分ころから，原告Ａ２，同Ａ５，同Ａ３，同Ａ６と共に，被

告Ｂ２の第１４回定期総会準備の理事会の会場である被告Ｂ２事務所に集

まった（甲３１，乙１９ 。当日，被告Ｂ２事務所は，事務エリアと会議）

エリアを区切るパネルが取り外されていた。

原告Ａ１及び同Ａ７は，事務エリアのソファーで被告Ｂ２代表者を待っ

ていたところ，被告Ｂ２代表者は，午後７時２６分ころ，被告Ｂ２事務所

にきた。原告Ａ１及び同Ａ７は，被告Ｂ２代表者に対し，原告Ａ１の資格

問題，原告Ａ７の会員資格停止問題について尋ねたが，被告Ｂ２代表者は

常任理事会で決まった旨答えるのみであった。この間，原告Ａ３は，事務

エリアのソファーに座り，そのやりとりを聞いていた。原告Ａ６は，会場

内を移動したり座ったりして，会場内の理事などをビデオ撮影した。

理事会の準備が午後７時４０分ころから始まり，被告Ｂ２代表者は，会

議エリアに移った。これに伴い，原告Ａ１も会議エリアに移ったが，原告

Ａ７及び同Ａ３は，事務エリアのソファーにとどまった。原告Ａ２及び同

Ａ５は，会議エリアに行き，理事の席に座った。



被告Ｂ１副会長のＭ，被告Ｂ１事務職員のＴは，午後７時４５分ころに

会議エリアに来て，被告Ｂ２代表者の近くに座った。

被告Ｂ２の理事会が同日午後８時ころに開会した。被告Ｂ２代表者は，

被告Ｂ２の理事でない者に対し 「傍聴は差し支えないので，ソファーの，

方へ移動するように 」と指示した。原告Ａ１が会議エリアから移動しな。

かったため，原告Ａ１と被告Ｂ２代表者の間で原告Ａ１の資格につき議論

が生じた。その数分後，被告Ｂ２代表者は，数分で流会を宣言し，理事会

を終了した。

被告Ｂ２の三役会は，同月１１日 「Ａ１，Ａ７の理事会・総会つぶし，

を跳ね返し総会成功の為に奮闘します 」と題する声明文書を出した。同。

文書には 「原告Ａ１及び同Ａ７が理事会に出席する権利がないのに被告，

Ｂ２代表者の退席命令に従わず，理事会を流会に追い込んだ 」旨の記載。

がある（甲２２ 。）

ク 総会準備のための臨時常任理事会及び理事会が平成１６年６月１４日に

開催された。同日，被告Ｂ２事務所は，事務エリアと会議エリアを区切る

パネルが取り付けてあった。

臨時常任理事会が同日午後７時３０分ころに常任理事会のメンバー７人

の出席をもって開会した。当時，常任理事会のメンバーの枠は１８人であ

ったが，実際に常任理事会のメンバーに選任されていたのは１４人（うち

常任理事は９人）であった。同常任理事会は，午後８時２０分ころまでに，

原告Ａ７を除名する旨の決議をし，賛成６人，保留１人との結果となった。

Ｌや被告Ｂ１役員ら数人は，同日，会場である被告Ｂ２事務所の入口付

近に，役員ではない会員等が来たら説得して帰ってもらうため，立ってい

た（甲３２，乙３６，証人Ｑ，原告Ａ１本人 。被告Ｂ２事務所の入口に）

は，常任理事・理事以外の入場を断る旨の張り紙があった（甲３２，乙３

６ 。）



原告Ａ１は，通常と異なる雰囲気で身の危険を感じたため，事前に一緒

に行くことを呼びかけていた原告Ａ６，同Ａ３及び同Ａ４とともに被告Ｂ

２事務所付近で待機していたところ，会場に向かう原告Ａ２，同Ａ５，同

Ａ７，Ｕ，Ｖ，Ｗ及びＨが随時集まってきた。

原告Ａ１，同Ａ２，同Ａ５，同Ａ４，同Ａ３，同Ａ６，常任理事である

Ｕ，Ｘ，Ｗ，Ｖ，Ｈは，同日午後８時２０分ころ，被告Ｂ２の常任理事会

の終了直前に，連れだって，会場である被告Ｂ２事務所に入った。

Ｌ及びＦは，入場しようとする原告らに対して，常任理事会・理事会の

メンバーでない者は会場に入らないように話したところ，原告らはこもご

も「なぜ入れないんだ 「オレは会員だから 「傍聴する権利はあ。」， 。」，

る 」などと大声で口々に言った。原告らは，三役であるＨとともに，入。

口に立ちふさがっていた被告Ｂ１事務局員らとぶつかり合い，押し合うよ

うにして集団で押し入った（甲３２，乙１８，３６ 。Ｕは，被告Ｂ１の）

役員らに対して「暴力ってどういうものか見せたろか 」と言った。被告。

Ｂ１のＱは，原告らが入場してきた際に原告らとぶつかり合い，唇を切っ

て出血した（甲３２，乙１８，３６，証人Ｑ 。また，原告らが入場した）

際，事務所の２階の会場入口付近において，被告Ｂ１の役員であるＭが倒

された。Ｍは体を床などで打ち，痛い痛いと叫び，救急車を呼んでくれと

頼み，Ｅが救急車を呼んだ。Ｍは警察を呼ぶように言い，Ｌが１１０番通

報をした（甲３２，乙１８，３６ 。）

被告Ｂ２代表者，Ｅ，Ｇ及びＦは，原告Ａ７に対し，会員の権利停止処

分がなされている旨告げ，Ｇは，原告Ａ２に対し，理事以外の者を排除す

るよう告げた。Ｇは，原告Ａ２が原告Ａ７及び同Ａ１と共に会場に来たこ

とを責め，大声で怒鳴った（甲３２，４４，４５，乙１８，原告Ａ２本

人 。原告Ａ７，同Ａ５，同Ａ１，Ｗ及びＶは，Ｇの上記言動を受けて，）

「Ｇ帰れ 「Ｂ１帰れ」等とシュプレヒコールをあげた。会場においては，」，



被告Ｂ１役員ら，被告Ｂ２代表者らと原告らのそれぞれが大声をあげ騒然

となり，常任理事会は一時中断した。

その後しばらくして，警察が来場したが，被告Ｂ２代表者及びＦは，警

察に対し，内部の話であって騒動も治まるので引き取って欲しい旨説明し

た。その直後には救急車も来たが，Ｍにけがはなかったため，Ｆは，救急

車に帰ってもらうように話した（甲３２，乙１８，３６，証人Ｅ 。）

臨時常任理事会は，同日午後８時３６分ころ再開した。このとき，原告

Ａ５及び同Ａ２は，会議エリアに着席し，原告Ａ１，同Ａ４，同Ａ３及び

同Ａ７は，事務エリアのソファーの近くに着席していた。原告Ａ６は，ビ

デオの撮影のため，会議エリア付近で移動していた。Ｆは，原告Ａ６に対

し，出ていくよう述べたが，原告Ａ６は同所でビデオを撮り続けた。この

間，被告Ｂ２代表者は 「原告Ａ１は会員資格がない。原告Ａ７は除名し，

たから理事会のメンバーでない 」旨述べた。原告Ａ２は，原告Ａ７は役。

員の資格停止になっただけで除名は決まっていないなどと説明を求めたと

ころ，被告Ｂ２代表者は，本日の常任理事会で決定された旨説明した（甲

３２，乙１８ 。）

その後，被告Ｂ２代表者は，常任理事会の終了を宜言し，理事会が同日

午後９時６分ころから理事会のメンバー１７人の出席をもって開会した。

当時，理事会のメンバーの枠は３２人であったが，実際に理事会のメンバ

ーに選任されていたのは２５人であった（乙１５ 。）

理事会の開会直後，原告Ａ１がe支部を代表する理事として会議エリア

に入場すると，Ｇと被告Ｂ２代表者は，原告Ａ１に退場を求めた。原告Ａ

１は，被告Ｂ２代表者に対し，原告Ａ１の会員資格の問題について説明を

求めたが，被告Ｂ２代表者は，常任理事会で決定された旨説明するのみで

あった（甲３２，乙１８ 。理事であるＮから 「仕事の時間を割いて理事） ，

会に来ている。終わったらまた仕事をしなければならない。早く理事会を



開催できるようにして欲しい 」との発言があり，原告Ａ１は，会議エリ。

アから退場し，事務エリアのソファー付近に移った。この間，原告Ａ５及

び同Ａ２は，会議エリアに着席し，原告Ａ４及び同Ａ７は，事務エリアの

ソファー付近にいた。原告Ａ３は，事務エリアのソファー付近にいたが，

同日午後９時１３分ころ会議エリアに移り 「会長が流会にしてしまうで，

いかんがや。会長だけが帰ったのは 」と発言し，すぐに事務エリアに戻。

った。原告Ａ６はビデオ撮影のため，会議エリア内を移動していた。

理事会は，同日午後９時２５分ころから実際に開始したが，その冒頭に，

Ｇが 「常任理事は常任理事会で決定された事項には反対できません 」， 。

と述べた。そのため，これに反発した理事２名が退席した。同理事会は，

原告Ａ７を除名する旨の決議をし，少なくとも理事会メンバーの８人が賛

成した（乙１５ 。この間，理事であるＮが原告Ａ６に対しビデオ撮影に）

クレームを付けたので，原告Ａ６はビデオ撮影をやめた。原告Ａ５及び同

Ａ２は，会議エリアに着席し，原告Ａ１，同Ａ４，同Ａ３及び同Ａ７は，

事務エリアのソファー付近にいた。

ケ 被告Ｂ２の定期総会が平成１６年６月１５日に開催された。同定期総会

は，代議員制により行われ，過半数の賛成をもって総会議案を承認した。

原告Ａ７の本件第１除名処分は，原告代表者によって，同総会で報告され

た。

被告Ｂ２の常任理事会は，同月３０日に常任理事会のメンバー９人の出

席をもって開会した。当時，常任理事会のメンバーの枠は１７人であった

が，実際に常任理事会のメンバーに選任されていたのは１５人であった。

同常任理事会は，原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５，同Ａ６及びＵにつ

いて，過半数の賛成をもって本件第２除名処分を決定した。

被告Ｂ２代表者は，同年７月６日付けで，原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，

同Ａ５，同Ａ６及びＵに対し，除名の通知を出した。



被告Ｂ２の理事会は，同月２９日に理事会のメンバー１２人の出席を持

って開会した。当時，理事会のメンバーの枠は３０人であるが，実際に理

事会のメンバーに選任されていたのは１８人であった。同理事会は，９人

の賛成をもって本件第２除名処分を承認した。

被告Ｂ２の定期総会は，平成１７年５月２６日に開催された。同定期総

会は，代議員制により行われ，過半数の賛成をもって，原告Ａ２，同Ａ３，

同Ａ４，同Ａ５，同Ａ６及びＵについて本件第２除名処分を承認した。

３ 請求原因(1)イ（被告Ｂ１が権利能力なき社団であるか否か）について

権利能力なき社団というためには，団体としての組織を備え，多数決の原則

が行われ，構成員の変更にかかわらず団体が存続し，その組織において代表の

方法，総会の運営，財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを

要すると解される（最判昭和３９年１０月１５日最高裁第一小法廷判決 。）

これを本件についてみると，証拠（乙３５）及び弁論の全趣旨によれば，被

告Ｂ１は，愛知県下の各Ｂの連合体を組織し，最高意思決定機関である総会，

理事会，執行機関である常任理事会及び三役会等の団体としての組織を備え，

構成員は加盟団体である各Ｂであるが，加盟するＢそのものの変更や各Ｂを構

成する会員の変更にかかわらず団体は存続しており，各Ｂに割り当てられた代

議員により総会が組織され，そこでは多数決の原則が行われていること，被告

Ｂ１は，会長により代表され，総会の運営方法や財産の管理についても被告Ｂ

１規約により確定されていることが認められる。

以上の点を考慮すると，被告Ｂ１は，権利能力なき社団としての実体を備え

ているというべきである。

４ 原告Ａ１の地位確認請求について

(1) 請求原因(2)ア（原告Ａ１の被告Ｂ２への入会の有無）について

ア 上記２(2)アの認定のとおり，原告Ａ１は，Ｂ３会員であった父の死亡

後，Ｂ３において，支部長，常任理事等を務め，被告Ｂ２設立後は，平成



３年からその副会長を務め，平成４年から平成１３年に至るまでは会長を

務め，会長退任後は理事の地位にあったこと，原告Ａ１の父の死亡後は，

Ｋ製作所の税務申告上の名義人はＪとなり，同人が形式的な事業主であっ

たことから，被告Ｂ２においては，Ｊが会員として扱われ，同人がその会

費を支払っていたこと，しかし，実質的な事業主は原告Ａ１であり，実際

にＢでの活動を行っていたのは，Ｊではなく同原告であったこと，Ｊは事

業の手伝いや雑用をしているにすぎず，原告Ａ１が，実質的な経営者とし

て，事業全般を取り仕切り，税務，会計，労働等を行ってきたこと，原告

Ａ１は，平成４年，Ｅから会長就任の要請を受けた際，会費を支払って会

員となるよう要請を受け，会費を支払うようになったこと，以後，原告Ａ

１は，被告Ｂ２において会員として扱われ，被告Ｂ２の会員名簿にも記載

されていることが認められる。

イ 上記認定事実によれば，原告Ａ１は，少なくとも，平成４年の会長就任

以降，被告Ｂ２において，会員として扱われており，請求原因(2)イを検

討するまでもなく，平成４年当時には，被告Ｂ２に入会し，会員の地位を

取得したと認められる。

(2) 抗弁(1)（原告Ａ１の会員資格のないことの確認）について

ア 被告Ｂ２の常任理事会が原告Ａ１につき会員資格がないことを確認した

からといって，それが原告Ａ１の会員としての地位を消滅されるものとは

解されず，抗弁(1)は主張自体失当である。

また，そもそも，被告Ｂ２の常任理事会が平成１６年６月３日に原告Ａ

１につき会員資格がないことを確認する旨の議決をしたことを認めるに足

りる証拠もない。

イ なお，被告Ｂ２の会員資格につき付言するに，被告Ｂ２規約においては，

会員資格である「中小業者」についての定義規定は存在せず，実質的な経

営者であっても会員資格を有しないとか，会員が形式的に事業主である者



に限られる旨の明文の規定はない（甲１ 。）

そうであるところ，Ｋ製作所の形式的な事業主はＪであるものの，事業

全般を取り仕切り，税務，会計，労働等を行っている実質的な事業主は原

告Ａ１であること（上記２(2)アの認定事実 ，被告Ｂ２は，平成４年以降，）

原告Ａ１をその会長への就任を認め，会長退任後も理事への就任を認めて

いたこと（上記２(2)アの認定事実 ，被告Ｂ２においては，中小業者でな）

い市会議員をもＢ運動の協力者として会員とする取扱いを容認してきたこ

と（甲５３ないし５５，証人Ｅ，原告Ａ１，被告Ｂ２代表者 ，原告Ａ１）

がその会長への立候補を表明する前に，被告Ｂ２の常任理事会等において

原告Ａ１の会員資格が問題とされた形跡がないことなどからして，被告Ｂ

２においては，その会員資格について，形式的な事業主に限らず，実質的

な事業主として事業経営にあたっている者も含まれ得るという解釈・運用

がされていたと認められる。

それにもかかわらず，被告Ｂ２代表者は，平成１６年３月ころ，原告Ａ

１が会長への立候補を表明してから，常任理事会において，同原告の会員

資格の問題を提起し，被告Ｂ２の総会に諮ることなく，一方的に規約２条

の解釈を変更し，同原告の質問状に対しても，本件回答書を交付するのみ

で，同原告につき被告Ｂ２の会員資格がないとして，被告Ｂ２の会員でな

いとの扱いをするに至ったものである（甲２０，２１，原告Ａ１本人，被

告Ｂ２代表者 。）

これらの点からすると，被告Ｂ２代表者が原告Ａ１につき被告Ｂ２の会

員の会員資格がないとして，被告Ｂ２の会員でないとの扱いをしたことに

根拠はないというべきである。

この点，被告らは，会長候補者問題が生じる平成１６年３月以前から，

Ｂ０及び被告Ｂ１における会員資格の見直しが進んでおり，被告Ｂ１から

も原告Ａ１の会員資格について指摘があったとして，従来の被告Ｂ２にお



ける会員資格の取扱いが誤った運用であったと主張する。

しかし，被告Ｂ２における会員資格をいかに定めるかは，もっぱら被告

Ｂ２の自立的運営に委ねられるべきものであり，Ｂ０及び被告Ｂ１で会員

資格の見直しが行われたとしても，それは被告Ｂ２とは直接に関連のない

ものである。被告Ｂ２において従前行われてきた「実質的な経営者であれ

ば，中小業者にあたり会員資格がある 」との解釈・運用は，被告Ｂ２規。

約の文言からして誤ったものであるとは解されない。

仮に，会員資格に関する従前の解釈・運用が誤ったものであるとしてこ

れを改めるにしても，その改訂の当否は，被告Ｂ２の総会によって決せら

れるべきものであって，被告Ｂ２代表者や理事の解釈の変更によって改訂

されるべきものではない。

そうとすると，被告らの同主張は採用できない。

５ 原告Ａ７の地位確認請求（抗弁(2)（本件第１除名処分 ）について）

(1) 原告Ａ７が平成１５年１２月から，被告Ｂ２の会費を納めなかったことは

当事者間に争いはない。

なお，原告Ａ７は，平成１６年３月ころから，被告Ｂ２の事務局員の冬の

一時金支給について会計の不明瞭な点に疑問を抱き，独自に調査したり，同

年４月５日の常任理事会において問題提起したり，被告Ｂ２代表者，Ｅ及び

Ｌ等に対し質問したりするなどしていた（甲１１，３４，４０，４６，４

９）が，このことは，少なくとも平成１５年１２月から平成１６年２月まで

の会費の不払の正当な理由とはいえない。

(2) 上記２(4)エの認定のとおり，原告Ａ７が平成１６年５月１５日午後７時

３０分ころに喫茶店においてf支部役員会が行われた際，被告Ｂ２の事務局

員であるＬの頬を殴ったことが認められる。

，抗弁(2)イ(ア)ｂにかかる暴行暴言のうち上記暴行を除く部分については

これを認めるに足りる証拠はない。この点に関するＬの陳述書（乙２３）及



び同人作成の「Ａ７氏の「暴行行為」についての報告 （甲１９）は，これ」

を裏付ける的確な証拠はなく，採用できない。

(3) しかし，常任理事会が平成１６年５月２６日に原告Ａ７について，①会費

未納を理由とする同月２７日から１年間の会員の権利停止の確認，②暴行事

件を理由とする役員からの罷免提案を決議したことを認めるに足りる証拠は

ない。

これに沿う「処分の報告」と題する「原告Ａ７につき１年間の役員からの

罷免，会員からの権利停止の処分とする 」旨の記載がある書面（甲２０ ，。 ）

Ｅ及びＬの陳述書（乙２２，３０ ，被告Ｂ２代表者及び証人Ｅの供述はあ）

るが，同決議にかかる議事録がないこと，被告Ｂ２の規約上 「９条の会員，

の権利停止の決議を行う権限が常任理事会にある 」旨の規定はないこと，。

被告Ｂ２が設立されて以来，原告Ａ７の今回の処分に至るまでの間，会費を

３か月以上滞納した者に対して規約９条に基づく会員の権利停止の処分が現

実に行われたことはなく，支払うよう説得を重ねる方針が採られていたこと

（甲１，被告Ｂ２代表者 ，当日の常任理事会の議事についての原告Ａ２の）

メモに「役員ていし」との記載があるが，会員の権利停止の処分の決議や，

役員からの罷免についての記載がないこと（甲２０ ，Ｅのメモに「役員し）

かくていし６名，会員しかくなし５名 「会員の権利のていし」との記載は」

あるものの 「会員の権利のていし」についてはその賛成者の数の記載がな，

いこと（乙１１）からすると，にわかに採用できない。

かえって，上記２(4)エの認定事実からすると，平成１６年５月２６日の

常任理事会では原告Ａ７について役員資格を１年間停止する案だけが決議さ

れたと認めるのが相当である。

(4) 抗弁(2)イ(イ)（原告Ａ７が平成１６年６月１０日に会場に居座って理事

会の開催・運営を妨害したか否か）につき検討するに，上記２(4)キの認定

事実に証拠（甲３１，乙５の２，１９，原告Ａ１本人，被告Ｂ２代表者）及



び弁論の全趣旨によれば，原告Ａ７が平成１６年６月１０日午後６時３０分

ころ原告Ａ１，同Ａ２，同Ａ３，同Ａ５及び同Ａ６とともに，同日開催され

ていた被告Ｂ２の第１４回定期総会準備の理事会の会場に来たこと，被告Ｂ

２代表者が同理事会を流会としたことは認められるが，原告Ａ７につき，理

事会の傍聴に会長及び議長の了解が必要であったこと，被告Ｂ２代表者及び

議長であるＤが「傍聴は認められない 」と述べて，理事会メンバー以外の。

者は退場するように求めたこと，同原告らが，会場に居座り，理事会の開催

・運営を妨害したことを認めるに足りる証拠はない。

かえって，同証拠によれば，以下の事実が認められる。

ア 原告Ａ７は，理事会の開催前に原告Ａ１の資格問題，原告Ａ７の会員資

格停止問題について問いただすために会場に来たもので，開催前に被告Ｂ

２代表者にその問題を話していた。

イ 通常，被告Ｂ２の常任理事会や理事会の開催中には会場である事務局に

自由に人が出入りし，事務手続等が行われていた（原告Ａ１本人，被告Ｂ

２代表者 。議事が行われている会議エリアのすぐ隣には事務エリアのソ）

ファーなどがあり，そこで傍聴することも可能であった（乙５の２，原告

Ａ１本人 。）

ウ 原告Ａ７は，理事会開催中，事務エリアのソファーに座っていた。

エ 被告Ｂ２代表者は，理事会開催の際，被告Ｂ２の理事でない者に対し，

「傍聴は差し支えないので，ソファーの方へ移動するように 」と指示し。

た。

上記認定の事実からすると，原告Ａ７は理事会を傍聴し，会場に居続けて

いるが，会場に居座って理事会の開催・運営を妨害したとは到底認められず，

原告Ａ７に除名事由である「本会の方針と規約に違反し会を誹ぼうし，会の

団結を乱し会に著しく不利益を及ぼしたとき （規約１０条）に該当すべき」

行為があったとは認められない。



，(5) 以上によれば，本件第１除名処分は効力がないというべきで，抗弁(2)は

採用できない。

６ 原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６の地位確認請求について

(1) 抗弁(3)（本件第２除名処分）について

ア 抗弁(3)イ(ア)（平成１６年６月１０日の理事会の妨害の有無）につい

て

上記２(4)キの認定事実は認められるが，被告Ｂ２代表者及び議長であ

る常任理事のＤが，原告Ａ３及び同Ａ６に対し，退場するように求めたこ

と，原告Ａ３が理事会会場を徘徊していたこと，原告Ａ２及び同Ａ５が，

他の原告らとともに，理事会のメンバー以外の者が理事会会場にいるまま

で理事会を進めるように発言したことを認めるに足りる証拠はない。

上記５(4)の認定事実からすると，会員は通常理事会の会場に出入りす

ることが可能であったもので，原告Ａ３が理事会開会後に事務エリアのソ

ファーに座っていたことをもって直ちに理事会の妨害行為であるとはいい

難い。

原告Ａ２，同Ａ５は会議エリアの理事の席に座っていたにすぎず（上記

２(4)キの認定事実 ，理事会の妨害行為があったとはいえない。）

原告Ａ６が，会場内を移動したり座ったりして，会場内の理事などをビ

デオ撮影したことについては，これにより理事会の運営等が妨害されたと

はいいうるが，原告Ａ１の資格問題に対する原告代表者の従前の対応など

からして常任理事会や理事会の状況を保全する必要性が高かったといえる

から，これをもって規約１０条に該当する事由があったとまでは認められ

ない。

同理事会は開会の数分後に流会とされたが，被告Ｂ２代表者の一方的な

流会宣言であった可能性を否定できず（甲３１，乙１９，３７ ，同原告）

らに違法行為があったとは認められない。



イ 抗弁(3)イ(イ)（平成１６年６月１４日の常任理事会・理事会の妨害の

有無）について

上記２(4)クの認定事実は認められるものの，原告らがＦらに対して肘

を立てるなどして暴行を振い，入場したこと，被告Ｂ２代表者が，理事会

を開催するので理事会のメンバーではない原告Ａ１，同Ａ４，同Ａ３，同

Ａ６及び同Ａ７に対して退席するように求めたこと，原告Ａ２，同Ａ５が，

同Ａ１，同Ａ４，同Ａ３，同Ａ６及び同Ａ７の同席のままで理事会を進行

するように言ったことを認めるに足りる証拠はない。

上記２(4)クの認定事実によれば，原告ら，Ｖ，Ｗ及びＨのうちの誰か

がＭ及びＱに対し暴行を加えたとはいいうる。しかし，被告Ｂ２代表者は

６月１４日当日，予め理事及び常任理事以外の入場を拒み，入場できない

よう被告Ｂ１の事務局員を入口に配置する異例の措置を取っていたこと，

原因となる暴行行為は原告らの入場の際，被告らの役員及び事務局員らと

の間の混乱の中で生じており誰が行ったか明らかでないこと，被告Ｂ２に

おいては，通常は会員に対し常任理事会や理事会の開催中の事務局への出

入りを認めていたこと，被告Ｂ１の事務局員らが原告らの入場を理由も聞

かずに強硬に拒んだこと，原告Ａ１及び同Ａ７は除籍処分または会員権利

停止処分について説明を受けるために会場に赴いたこと，当日に至るまで

の被告Ｂ２の対応からすると，原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び同

Ａ６が被告Ｂ１事務局員らとぶつかり合い，押し合うようにして集団で会

場に押し入ったことにも，やむを得ない面があったというべきで，同原告

らにＭ及びＱに対する違法行為があったとは言い難い。

また，原告らの入場後，常任理事会は中断したが，かかる中断は，むし

ろ，強行に会場への入場及び同席を拒んだ被告Ｂ２代表者，同事務局長，

被告Ｂ１Ｇ及び同Ｆらの対応に起因するというべきである。原告Ａ２及び

同Ａ５は，役員として常任理事会及び理事会において出席し発言したにす



ぎず，常任理事会・理事会の妨害はない。原告Ａ４は特に発言もせず，事

務エリアのソファーに居ただけであるから，常任理事会・理事会の妨害は

ない。原告Ａ３は，事務エリアのソファー付近から会議エリアに移り，

「会長が流会にしてしまうでいかんがや。会長だけが帰ったのは 」と発。

言したことはあるが，短時間で事務エリアに戻っており，これにより常任

理事会・理事会が妨害されたとはいい難い。原告Ａ６はビデオ撮影をして

おり，これにより理事会の運営等が妨害されたとはいいうるが，原告Ａ１

の資格問題に対する原告代表者の従前の対応などからして常任理事会や理

事会の状況を保全する必要性が高かったといえるから，これをもって規約

１０条に該当する事由があったとまでは認められない。

ウ 以上によれば，原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６に本件第

２除名処分に係る除名事由はないというべきで，その余の点を検討するま

でもなく，本件第２除名処分は，効力がない。

したがって，抗弁(3)は採用できない。

(2) 抗弁(4)，(5)について

ア 原告Ａ４及び同Ａ２の退会について

証拠（乙３１，３２）及び弁論の全趣旨によれば，原告Ａ４は平成１６

年６月２６日までに，原告Ａ２は同年７月１日までに，被告Ｂ２の事務局

に対し，それぞれ退会届を提出したことは認められる。

しかし，証拠（甲２１，５６）及び弁論の全趣旨によれば，従来，被告

Ｂ２の会員の退会にあたっては，常任理事会での報告がされた上，役員会

の報告書に記載がされるという手続が行われていたにもかかわらず，原告

Ａ４及び同Ａ２の退会届については，このような退会の手続・措置がとら

れていないことが認められる。

また，被告Ｂ２代表者は，同年７月６日，原告Ａ４及び同Ａ２について，

本件第２除名処分を行っているところ，これは，原告Ａ４及び同Ａ２が退



会していることを前提とするものではない。

そうとすると，原告Ａ４及び同Ａ２の各退会届により，退会の効力が生

じたとはいえない。

イ 原告Ａ５の会員資格喪失について

夫である原告Ａ４が被告Ｂ２の会員であったところ，その配偶者として

婦人部役員に選出されることにより被告Ｂ２の会員資格を認められ，被告

Ｂ２の役員・会員となったものであることは当事者間に争いがない。

そして，上記アのとおり，原告Ａ４について退会の効力が生じたとはい

えないから，原告Ａ５が役員・会員資格を喪失した旨の被告の主張は，そ

の前提を欠く。

ウ したがって，抗弁(4)，(5)は採用できない。

７ 損害賠償請求について

(1) 請求原因(3)ア（原告Ａ１）について

ア 違法行為

(ア) 請求原因(3)ア(ア)ａ（名誉毀損）について

上記１(4)エの認定事実に証拠（甲４２，４３，４４，４８，乙７）

及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。

ａ 本件三役会声明が，平成１６年４月の連休中に三役会の名称で被告

Ｂ２の役員に配布された。

ｂ 被告Ｂ２代表者は，同声明を出すに当たり，平成１６年４月２７日，

三役会のメンバーである被告Ｂ２副会長ＤやＥと共にその内容を検討

して決定した。被告Ｂ１Ｇも，これに参加していた（乙７ 。被告Ｂ）

２代表者は，理事，常任理事らに対し，被告Ｂ２事務所において，本

件三役会声明の内容を報告し，説明した。その際，Ｇも同席していた。

Ｆが本件三役会声明の作成・配布に関与していたことを認めるに足り

る証拠はない。



ところで，本件三役会声明の内容は，原告Ａ１が，Ｂ０及びＢ１の運

動や方針に反旗を翻し，被告Ｂ２内に不団結を持ち込み，被告Ｂ２と別

組織を作ろうとして，被告Ｂ２を変質させる策動を行ったというもので

あるところ，かかる事実は，読み手に対し，原告Ａ１が団体の団結を損

ない，被告Ｂ２の内部に不和をもたらす者であるとの印象を与えるから，

社会的評価を低下させる事実である。また，かかる事実をビラに記載し

た上，被告Ｂ２代表者らが説明しつつ役員に手渡した行為は，役員が不

特定人へ伝播する可能性のある行為である。

そして，原告Ａ１が，Ｂ０及びＢ１の運動や方針に反旗を翻し，被告

Ｂ２内に不団結を持ち込み，被告Ｂ２と別組織を作ろうとして，被告Ｂ

２を変質させる策動を行ったことが真実であることを認めるに足りる証

拠はない。

そうとすると，被告Ｂ２代表者，Ｄ，Ｅ及びＧは，共同して，平成１

６年４月２７日ころ，三役会の名称で本件三役会声明を被告Ｂ２の役員

に配布し，原告Ａ１の名誉を毀損したものと認められるが，Ｆがこれに

関わったとは認められない。

(イ) 請求原因(3)ア(ア)ｂ（本件除籍処分及びその公表）について

本件全証拠によるも，被告Ｂ２代表者が，平成１６年６月３日に原告

Ａ１に対し，除籍処分（本件除籍処分）すなわち原告Ａ１の被告Ｂ２の

会員としての地位を喪失させる旨の意思表示をしたことを認めるに足り

る証拠はない。しかし，上記４(2)イの認定のとおり，被告Ｂ２代表者

は，原告Ａ１につき被告Ｂ２の会員資格がないとして，被告Ｂ２の会員

でないとの扱いをするに至ったものであり，原告Ａ１は，被告Ｂ２代表

者が原告Ａ１につき被告Ｂ２の会員でないとの扱いをするに至ったこと

をもって違法であると主張しているものとも善解できるから，これを前

提として以下判断する。



上記２(4)ケ，４(2)で認定したとおり，被告Ｂ２においては，その会

員資格について，形式的な事業主に限らず，実質的な事業主として事業

経営にあたっている者も含まれ得るという解釈・運用がされていたにも

かかわらず，被告Ｂ２代表者は，平成１６年３月ころ，原告Ａ１が会長

への立候補を表明してから，常任理事会において，同原告の会員資格の

問題を提起し，被告Ｂ２の総会に諮ることなく，一方的に規約２条の解

釈を変更し，同原告の質問状に対しても，本件回答書を交付するのみで，

同原告につき被告Ｂ２の会員資格がないとして，被告Ｂ２の会員でない

との扱いをするに至り，平成１６年６月３日の被告Ｂ２の常任理事会で，

原告Ａ１につき非業者（規約第２条）を理由に退会者とする旨の報告を

したものである。

また，上記２の認定事実に証拠（甲１１，１７ないし２１，乙７，２

６，原告Ａ１本人）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められ

る。

ａ Ｇは，平成１４年１０月ころ，被告Ｂ２代表者に対し，原告Ａ１に

は会員資格がないのではないかと指摘した（乙７，２６ 。）

ｂ 被告Ｂ２代表者は，原告Ａ１が会長への立候補を表明した後である

平成１６年春，被告Ｂ１に対し，会員資格の説明等のため，被告Ｂ１

役員に対し，被告Ｂ２の常任理事会及び理事会への出席を要請した

（乙７，２６，２７，証人Ｆ 。）

ｃ ＧとＦは，平成１６年４月１９日，被告Ｂ２の常任理事会に出席し

たが，その際，原告Ａ１の被告Ｂ２の会員資格についての質問状が提

出された。

ｄ Ｇは，平成１６年５月上旬ころ，Ｆに対し，原告Ａ１のＢ０共済会

の資格について調べるよう命じ，Ｆは，原告Ａ１が「事業主の従業

員」という資格であったことを調査した。Ｇは，被告Ｂ２代表者にこ



のことを伝えた（証人Ｆ，証人Ｅ 。）

ｅ ＧとＦは，平成１６年５月１０日，被告Ｂ２の常任理事会に出席し，

被告Ｂ１としての会員資格についての見解すなわち「会員資格は事業

主であり，事業主でない人は会員資格がない 」旨を述べた。。

ｆ Ｆは，平成１６年５月２６日，被告Ｂ２の常任理事会に出席し，原

告Ａ１が同年４月に提出した会員資格についての質問状に対する常任

理事会としての回答案をどうするかにつき助言した（甲２０，１８，

乙７，２６，２７，証人Ｆ 。）

ｇ Ｇ及びＦは，平成１６年６月１４日，被告Ｂ２の理事会及び常任理

事会に出席した際，原告Ａ１に対し，会員資格がないことを告げ，会

場からの退席を求めた（甲３２，乙１８ 。）

これらの事情からすると，被告Ｂ２代表者，Ｅ，Ｇ及びＦは，共謀の

上，平成１６年６月３日，原告Ａ１につき根拠なく被告Ｂ２の会員資格

がないとして，被告Ｂ２の会員でないとの扱いをするに至り，その公表

を実施し，もって原告Ａ１の人格権を侵害したものと認められる。

イ 責任原因

(ア) 被告Ｂ２について

ａ 被告Ｂ２代表者についての民法４４条準用の当否

民法４４条の準用により権利能力なき社団が代表者である理事の行

為について責任を負うためには，理事の行為がその職務を行うについ

てのものである必要があると解されるが，構成員の範囲の確定や活動

方針の策定など当該社団の対内的な活動に関連する当該理事の他の構

成員に対する行為については，それが理事名でなされたとしても，民

法４４条を準用する上では，理事の職務としての行為ではないと解す

るのが相当である。なぜならば，当該社団の構成員間で構成員の範囲

の確定や活動方針の策定などにつき異なる意見があるところで，当該



理事が他の構成員に対し，構成員の範囲の確定や活動方針の策定など

に関連して違法行為を行った場合に，当該社団が責任を負うとすると，

当該理事の意見に反対の意見を有する構成員もその責任の一部を負担

することとなり，明らかに不合理であるからである。

これを本件についてみるに，本件三役会声明の配布や原告Ａ１を被

告Ｂ２の会員でないと扱い，その旨公表したことは，権利能力なき社

団である被告Ｂ２の対内的な活動に関連する被告Ｂ２代表者の他の構

成員である原告Ａ１に対する行為であると認められる。

そうとすれば，被告Ｂ２は，民法４４条の準用によってその責任を

負うことはないというべきである。

ｂ Ｅについての民法７１５条１項適用の当否

構成員の範囲の確定や活動方針の策定など権利能力なき社団の対内

的な活動に関連する代表者である理事の他の構成員に対する行為を補

助する行為については，それが当該社団の被用者の行為であったとし

ても，民法７１５条を適用する上では，当該理事個人の補助としての

行為で，当該社団の職務としての行為ではないと解するのが相当であ

る。

これを本件についてみるに，本件三役会声明の配布や原告Ａ１を被

告Ｂ２の会員でないと扱い，その旨公表したことは，権利能力なき社

団である被告Ｂ２の対内的な活動に関連する被告Ｂ２代表者の他の構

成員である原告Ａ１に対する行為で，Ｅはこれを補助したものと認め

られる。

そうとすれば，被告Ｂ２は，民法７１５条によってその責任を負う

ことはないというべきである。

(イ) 被告Ｂ１について

ａ Ｇについての民法４４条準用の当否



民法４４条は，代表機関の不法行為について法人の責任を認めたも

のである以上，同条における「理事」とは代表者をいうと解すべきで

あるところ，Ｇは，被告Ｂ１の副会長にすぎず，同被告を代表する権

限がないから，同条における「理事」には当たらない。

したがって，被告Ｂ１は，民法４４条の準用によってその責任を負

うことはないというべきである。

ｂ Ｆについての民法７１５条適用の当否

まず，被告Ｂ１がＦの「使用者」といえるか否かにつき検討する。

証拠（乙４６）によれば，Ｆは，平成１６年当時，被告Ｂ１の事務

局長代行であったところ，被告Ｂ１と事務局員の関係は雇用関係では

なく，支払われているのも賃金ではなく活動費であるとされているこ

とは認められる。

しかし，証拠（乙３５，証人Ｆ）によれば，事務局長は，総会及び

理事会の決定に基づいて会務を処理すること（乙３５ ，Ｆは，平成）

１６年２月ころの被告Ｂ１三役会における被告Ｂ２の会員資格問題の

協議を経た上でその方針に従って被告Ｂ２の指導援助に当たっていた

こと，Ｆが被告Ｂ２の常任理事会及び理事会に出席した際はその結果

を被告Ｂ１代表者及び同被告三役会に逐一報告していることが認めら

れ，これらの事情を総合考慮すると，被告Ｂ１と事務局員との間に実

質的な指揮監督関係があり，被告Ｂ１はＦの使用者であるというべき

である。

次に，Ｆが被告Ｂ１の事業の執行につき違法行為（被告Ｂ２代表者

が原告Ａ１を被告Ｂ２の会員でないと扱い，その旨公表したこと）を

行ったか否かにつき検討するに，証拠（乙３５，証人Ｆ）及び弁論の

全趣旨によれば，被告Ｂ１は，中小業者の営業と生活，諸権利を守り，

経済的，社会的地位の向上を図ることを目的とする団体であり，その



活動内容のひとつとして，県下に地域組織を確立し強化するための援

助があること，Ｆは，被告Ｂ１の被告Ｂ２に対する指導援助の一環と

して，被告Ｂ２から要請を受けて被告Ｂ２の常任理事会や理事会に出

席していたこと，Ｆは，平成１６年４月１９日，同年５月１０日，同

月２６日の各常任理事会及び同年６月１４日の理事会に出席し，原告

Ａ１に会員資格がないなどと発言したことが認められ，Ｆは被告Ｂ１

の事業の執行につき違法行為（被告Ｂ２代表者が原告Ａ１を被告Ｂ２

の会員でないと扱い，その旨公表したことへの関与）を行ったことが

認められる。

そうとすれば，被告Ｂ１は，被告Ｂ２代表者が原告Ａ１を被告Ｂ２

の会員でないと扱い，その旨公表したことに関するＦの行為について，

民法７１５条に基づき使用者責任を負う。

ウ 損害

原告Ａ１は，被告Ｂ２代表者が原告Ａ１を被告Ｂ２の会員でないと扱い，

その旨公表したことにより，名誉を毀損され，人格権を侵害され，著しい

精神的苦痛を受けた。それを慰謝する金額としては，３０万円をもってす

るのが相当である。

(2) 請求原因(3)イ（原告Ａ７）について

ア 違法行為

(ア) 上記５で説示のとおり，本件第１除名処分は，理由がなく無効なも

のであるから，これを共同して行った被告Ｂ２代表者及びＥの行為は，

違法というべきである。

，(イ) 証拠（甲３２，乙１８，２７，証人Ｆ）及び弁論の全趣旨によれば

Ｆは，原告Ａ７のＬに対する暴行行為を原因とする処分を決定した平成

１６年５月２６日の常任理事会に出席し，原告Ａ７の暴力の問題と会費

未納の問題等について助言していること，Ｇ及びＦは，被告Ｂ２の常任



理事会及び理事会の成立のため，被告Ｂ２代表者からの要請を受けて，

本件第１除名処分を決定した平成１６年６月１４日の常任理事会及び理

事会に出席し，原告Ａ７に会員の権利が停止されている旨告げ，退席す

るよう求めたことが認められ，これらの事実からすると，Ｆは被告Ｂ２

代表者及びＥの上記(ア)の違法行為に密接に関与していたと認められる。

イ 責任原因

(ア) 被告Ｂ２について

ａ 本件第１除名処分は，権利能力なき社団である被告Ｂ２の対内的な

活動に関連する被告Ｂ２代表者の他の構成員である原告Ａ７に対する

行為であると認められるから，被告Ｂ２は，民法４４条の準用によっ

てその責任を負うことはないというべきである。

ｂ 本件第１除名処分は，権利能力なき社団である被告Ｂ２の対内的な

活動に関連する被告Ｂ２代表者の他の構成員である原告Ａ７に対する

行為で，Ｅはこれを補助したものであるから，被告Ｂ２は民法７１５

条によってその責任を負うことはないというべきである。

(イ) 被告Ｂ１について

ａ Ｇに被告Ｂ１の代表権がない以上，民法４４条の「理事」に当たら

ないから，被告Ｂ１が，民法４４条の準用によってその責任を負うこ

とはないというべきである。

ｂ 被告Ｂ１がＦの使用者であることは，上記７(1)イ(イ)ｂで説示し

たとおりである。

上記７(1)イ(イ)ｂ及び７(2)ア(イ)の認定事実からすると，被告Ｂ

１は，中小業者の営業と生活，諸権利を守り，経済的，社会的地位の

向上を図ることを目的とする団体であり，その活動内容のひとつとし

て，県下に地域組織を確立し強化するための援助があること，Ｆは，

被告Ｂ１の被告Ｂ２に対する指導援助の一環として，被告Ｂ２から要



請を受けて被告Ｂ２の常任理事会や理事会に出席していたこと，Ｆは，

原告Ａ７のＬに対する暴行行為を原因とする処分を決定した平成１６

年５月２６日の常任理事会に出席し，原告Ａ７の暴力の問題と会費未

納の問題等について発言していることが認められ，Ｆは被告Ｂ１の事

業の執行につき違法行為（本件第１除名処分への関与）を行ったこと

が認められる。

そうとすれば，被告Ｂ１は，本件第１除名処分に関するＦの行為に

ついて，民法７１５条に基づき使用者責任を負う。

ウ 損害

原告Ａ７は，無効な本件第１除名処分及びその公表により，人格権を侵

害され，著しい精神的苦痛を受けた。それを慰謝する金額としては，３０

万円をもってするのが相当である。

(3) 請求原因(3)ウ（原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６）につい

て

ア 違法行為

(ア) 上記６で説示のとおり，本件第２除名処分は，理由がなく無効なも

のであり，これを共同して行った被告Ｂ２代表者及びＥの行為は，違法

というべきである。

，(イ) 証拠（甲３２，乙１６，１８，証人Ｆ）及び弁論の全趣旨によれば

Ｇ及びＦは，被告Ｂ２の常任理事会及び理事会の成立のため，被告Ｂ２

代表者からの要請を受けて，平成１６年６月１４日の常任理事会及び理

事会に出席し，原告Ａ１，同Ａ７，同Ａ６及び同Ａ３らに対し一方的に

退席するよう求めたこと，Ｆは原告Ａ２に対し，原告Ａ１，同Ａ７，同

Ａ６及び同Ａ３らを連れて来場したことを一方的に非難したこと，Ｇ及

びＦは本件第２除名処分を決定した平成１６年６月３０日の常任理事会

にも出席していたことが認められ，これらの事情からすると，Ｆは，被



告Ｂ２代表者及びＥの上記違法行為に密接に関与していたと認められる。

イ 責任原因

(ア) 被告Ｂ２について

ａ 本件第２除名処分は，権利能力なき社団である被告Ｂ２の対内的な

活動に関連する被告Ｂ２代表者の他の構成員である原告Ａ２，同Ａ３，

同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６に対する行為であると認められるから，被

告Ｂ２は，民法４４条の準用によってその責任を負うことはないとい

うべきである。

ｂ 本件第２除名処分は，権利能力なき社団である被告Ｂ２の対内的な

活動に関連する被告Ｂ２代表者の他の構成員である原告Ａ２，同Ａ３，

同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６に対する行為で，Ｅはこれを補助したもの

であるから，被告Ｂ２は民法７１５条によってその責任を負うことは

ないというべきである。

(イ) 被告Ｂ１について

ａ Ｇに被告Ｂ１の代表権がない以上，民法４４条の「理事」に当たら

ないから，被告Ｂ１が，民法４４条の準用によってその責任を負うこ

とはないというべきである。

ｂ 上記７(1)イ(イ)ｂ及び７(3)ア(イ)の認定事実からすると，被告Ｂ

１は，中小業者の営業と生活，諸権利を守り，経済的，社会的地位の

向上を図ることを目的とする団体であり，その活動内容のひとつとし

て，県下に地域組織を確立し強化するための援助があること，Ｆは，

被告Ｂ１の被告Ｂ２に対する指導援助の一環として，被告Ｂ２から要

請を受けて被告Ｂ２の常任理事会や理事会に出席していたこと，Ｆは，

被告Ｂ２の理事会の成立のため，被告Ｂ２代表者からの要請を受けて

平成１６年６月３０日の被告Ｂ２の常任理事会に出席し，本件第２除

名処分の決議に関与したことが認められ，Ｆは被告Ｂ１の事業の執行



につき違法行為（本件第２除名処分への関与）を行ったことが認めら

れる。

そうとすれば，被告Ｂ１は，本件第２除名処分に関するＦの行為に

ついて，民法７１５条に基づき使用者責任を負う。

ウ 損害

原告Ａ２，同Ａ３，同Ａ４，同Ａ５及び同Ａ６は，それぞれ無効な本件

第２除名処分及びその公表により，人格権を侵害され，著しい精神的苦痛

を受けた。それを慰謝する金額としては，３０万円をもってするのが相当

である。

８ 以上によれば，原告らの被告Ｂ２に対する地位確認の請求はいずれも理由が

あるからこれを認容し，各原告の被告Ｂ２に対する損害賠償請求は理由がない

からこれを棄却し，各原告の被告Ｂ１に対する損害賠償請求は３０万円及びこ

れに対する平成１８年３月９日から支払済みまで年５分の割合による金員の支

払を求める限度でいずれも理由があるからこれを認容し，その余は棄却すべき

である。

よって，訴訟費用の負担について民訴法６４条本文，６１条を，仮執行の宣

言について同法２５９条１項を，それぞれ適用して主文のとおり判決する。

名古屋地方裁判所民事第６部

裁判長裁判官 内 田 計 一
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